
























監査等委員である取締役

当社グループの業務執行および監視体制について

株主総会

選任・解任 選任・解任 選任・解任

監査

監査等委員会

内部監査室

リスク・コンプライアンス委員会 監
督

選
任

報
告

財務報告委員会 代表取締役

経
営
監
督

監
督

指
揮

執行役員、業務執行部門
およびグループ子会社

指揮
報告

監
督

指
揮

監査

会
計
監
査
人

監査・監督

取締役会

連
携

経営会議

リ
ス
ク
管
理

教
育
・
指
導

担当取締役

連携



当社グループの適時開示に係る社内体制について 

【適時開示体制図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．適時開示担当部門について 

当社は、株主・投資家に対し、タイムリーディスクロジャーを行うことを基本として、社内規則である「内

部情報管理および内部者取引規制に関する規則」に従い、次のとおり適時開示すべき情報を取り扱いしており

ます。情報の集約及び管理を行う部門は「経営統括本部」とし、「情報管理責任者」は、「経営統括本部長」と

しています。 

 

２．会社情報等の適時開示に係る社内体制について 

（１）決定事実・決算情報 

取締役会および経営会議等で決定された事項（決定事実・決算情報等）に関して、当該事項が適時開

示要件に該当するか否かの判定ならびに開示は、「経営統括本部」ならびに該当部門が、適時開示規則等

に従いその要否を判断しています。 

（２）発生事実 

当社の各事業所および連結子会社において内部情報が発生した場合、各部門の管理担当者より「情報管

理責任者」もしくは「情報集約部門」へ直ちに報告されます。 

報告を受けた「情報管理責任者」もしくは「情報集約部門」は、内部情報管理の徹底を図ります。また、

当該事項が適時開示要件に該当するか否かの判定ならびに開示、公表は、「取締役会」が、適時開示規則

等に従い、その要否を判断しています。ただし、緊急の場合は、「代表取締役社長」がこれを決定してい

ます。 

 

３．証券取引所への適時開示について 

適時開示を要する場合は、その事項が決定もしくは発生後、遅滞なく、「情報管理責任者」の指示により、

「情報取扱責任者」である「IR・広報担当部長」が適時開示を行います。また、適時開示規則等において開示

義務のない事項についても、「情報集約部門」において、株主・投資家の投資判断に影響を及ぼすと判断した

事項については、前述同様の手続きを経て、公表することとしています。 
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